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(57)【要約】
【課題】
　シンプルな光学系を用い、高い波長分解能が得られる
分光分析装置を得る。
【解決手段】光源であるハロゲンランプ１０１、ハロゲ
ンランプ１０１からの光を測定対象物に照射する照射光
学系を構成する照射系レンズ１０４、照射系レンズ１０
４と同軸な位置関係にあり、ハロゲンランプ１０１と測
定対象物の間から検出光を分析部１０９に導く光学部材
であるミラー１０６、ミラー１０６を介して受光する光
に基づいて測定対象物を構成する材料を分析する分析部
である分光器１０９を備え、ミラー１０６の位置におい
て、ハロゲンランプ１０１から測定対象物に向かう光は
照射系レンズ１０４の光軸上の周辺部を通り、分光器１
０９で受光する光は照射系レンズ１０４の光軸上の中心
部を通る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源からの光を測定対象物に照射する照射光学系と、
　前記照射光学系と同軸であって、前記光源と前記測定対象物の間から受光部に光を導く
光学部材と、
　前記光学部材を介して受光する受光部を有し、該受光部が受光した光に基づいて前記測
定対象物を構成する材料を分析する分析部と
　を備え、
　前記光学部材の位置において、
　前記光源から前記測定対象物に向かう光は光軸上の周辺部を通り、
　前記受光する光は光軸上の中心部を通ることを特徴とする光学分析装置。
【請求項２】
　光源、前記光源からの光を集光して２次光源点を形成する楕円鏡および前記２次光源点
からの光を測定対象物に照射するレンズ部材を備える照射光学系と、
　前記測定対象物からの光の少なくとも一部を受光し、該受光した光に基づいて前記測定
対象物を構成する材料を分析する分析部と、
　前記照射光学系と同軸の位置に配置され、前記測定対象物からの光の少なくとも一部を
前記分析部に導くための反射部材と
　を備え、
　前記反射部材で反射する前記測定対象物からの光の光束径が前記照射光学系から照射す
る照射光の光束径よりも小さいことを特徴とする光学分析装置。
【請求項３】
　光源、前記光源からの光を集光して２次光源点を形成する楕円鏡、前記２次光源点から
の光を照射光としてビーム成形するレンズ部材および前記レンズ部材からの前記照射光を
測定対象物に向けて反射する反射部材を備える照射光学系と、
　前記測定対象物からの光の少なくとも一部を受光し、該受光した光に基づいて前記測定
対象物を構成する材料を分析する分析部と
　を備え、
　前記反射部材の中心部は、前記測定対象物からの光が通過する構造を有し、
　前記反射部材の中心部を通過した前記測定対象物からの光が前記分析部で受光されるこ
とを特徴とする光学分析装置。
【請求項４】
　前記光源がフィラメントを用いた発光を行うことを特徴とする請求項１～３の何れか一
項に記載の光学分析装置。
【請求項５】
　前記光源が波長０．９μｍ～２．５μｍの光を発するハロゲンランプまたはハロゲンヒ
ータであることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項に記載の光学分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、分光計測を行う技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリートに近赤外光を照射し、その反射光を分析することで、当該コンクリートの
劣化等を診断する技術が知られている（例えば、特許文献１を参照）。この技術は、例え
ばトンネル内壁、橋梁のコンクリート部分、コンクリート壁、その他コンクリート製の建
築物や工作物等を対象に行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０００－１４７７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この技術では、以下の条件を満たす光源が必要となる。
（１）波長０．９μｍ～２．５μｍ程度の近赤外光を発光する。
（２）光源から被計測点までの距離が１０ｍ程度あっても診断が可能な光量が得られる。
（３）野外での使用が前提であるので、温度変化等に対して安定性がある。
　上記の条件を満たす光源としては、ハロゲンランプまたはハロゲンヒータが挙げられる
。
【０００５】
　また、野外での使用やコストを考えると、光学系が簡素な構造で、且つ、特別な部品を
必要としないことが要求される。また、当該技術では。分光計測により診断を行うので、
診断の精度を上げるために高い波長分解能を得る必要がある。
【０００６】
　このような背景において、本発明は、シンプルな光学系を用い、高い波長分解能が得ら
れる分光分析装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、光源と、前記光源からの光を測定対象物に照射する照射光学
系と、前記照射光学系と同軸であって、前記光源と前記測定対象物の間から受光部に光を
導く光学部材と、前記光学部材を介して受光する受光部を有し、該受光部が受光した光に
基づいて前記測定対象物を構成する材料を分析する分析部とを備え、前記光学部材の位置
において、前記光源から前記測定対象物に向かう光は光軸上の周辺部を通り、前記受光す
る光は光軸上の中心部を通ることを特徴とする光学分析装置である。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、光源、前記光源からの光を集光して２次光源点を形成する楕
円鏡および前記２次光源点からの光を測定対象物に照射するレンズ部材を備える照射光学
系と、前記測定対象物からの光の少なくとも一部を受光し、該受光した光に基づいて前記
測定対象物を構成する材料を分析する分析部と、前記照射光学系と同軸の位置に配置され
、前記測定対象物からの光の少なくとも一部を前記分析部に導くための反射部材とを備え
、前記反射部材で反射する前記測定対象物からの光の光束径が前記照射光学系から照射す
る照射光の光束径よりも小さいことを特徴とする光学分析装置である。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、光源、前記光源からの光を集光して２次光源点を形成する楕
円鏡、前記２次光源点からの光を照射光としてビーム成形するレンズ部材および前記レン
ズ部材からの前記照射光を測定対象物に向けて反射する反射部材を備える照射光学系と、
前記測定対象物からの光の少なくとも一部を受光し、該受光した光に基づいて前記測定対
象物を構成する材料を分析する分析部とを備え、前記反射部材の中心部は、前記測定対象
物からの光が通過する構造を有し、前記反射部材の中心部を通過した前記測定対象物から
の光が前記分析部で受光されることを特徴とする光学分析装置である。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１～３のいずれか一項に記載の発明において、前記光
源がフィラメントを用いた発光を行うことを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１～４のいずれか一項に記載の発明において、前記光
源が波長０．９μｍ～２．５μｍの光を発するハロゲンランプまたはハロゲンヒータであ
ることを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１２】
　本発明によれば、シンプルな光学系を用い、高い波長分解能が得られる分光計測装置が
得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態の概念図である。
【図２】実施形態の概念図である。
【図３】実施形態の概念図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図１には、分光計測装置１００が示されている。分光計測装置１００は、ハロゲンラン
プ１０１、楕円鏡１０２、光チョッパー１０３、照射系レンズ１０４、窓ガラス１０５、
ミラー１０６、受光系レンズ１０７、受光ファイバ１０８および分光器１０９を備えてい
る。
【００１５】
　ハロゲンランプ１０１は、フィラメント１０１ａに通電することにより、波長０．９μ
ｍ～２．５μｍ程度の近赤外光を含む帯域の光を発光する。ここでは、光源としてハロゲ
ンランプを用いる例を示すが、光源としてハロゲンヒータを用いることもできる。ハロゲ
ンヒータは、通電時のフィラメントから生じる輻射熱を用いる目的のものであるが、輻射
熱の放射時に波長０．９μｍ～２．５μｍの近赤外光が得られるので、本発明の光源とし
て用いることができる。
【００１６】
　楕円鏡１０２は、ハロゲンランプ１０１からの光を光チョッパー１０３の位置（２次光
源位置）に集光する。光チョッパー１０３は、被計測点に向けて照射されるハロゲンラン
プ１０１からの光を特定の周波数でチョピングする。光チョッパー１０３を通すことで、
被計測点に照射される照射光が特定の周波数の断続光となる。
【００１７】
　この例において、光チョッパー１０３は、１次光源であるハロゲンランプ１０１に対す
る２次光源の位置にある。この２次光源である光チョッパー１０３の位置における光源サ
イズ（光束径）は、１０ｍｍ程度のぼやけた点像となる。これは、以下の理由による。ま
ず、フィラメント１０１ａは立体的な形状を有しており、点光源でないため、その発光成
分の中には平行光とならない成分も多い。このため、フィラメント１０１ａからの発光を
楕円鏡で集光しても一点に集光せず、２次光源位置でぼやけた点像（結果として１０ｍｍ
径程度の点像）となる。
【００１８】
　照射系レンズ１０４は、光チョッパー１０３でチョッピングされた照射光を被計測点に
向けての照射光にビーム成形する。照射系レンズ１０４の径は、例えばφ＝１２５ｍｍ程
度のものが採用される。照射系レンズ１０４は、受光系レンズ１０７に比較して相対的に
長焦点距離の高ＮＡレンズ（相対的に大有効径）である。照射系レンズ１０４は、その焦
点の位置が２～１０ｍ先となるように設定されている。後述するように、分光計測装置１
００では、光源がフィラメント１０１ａによる発光であることに起因して、照射系光学系
の焦点位置精度は厳密でなくてよい。よって、照射系光学系の焦点位置は、想定される最
大計測距離に大凡合わせた値とすればよい。もちろん、被計測点との距離に応じて照射系
レンズ１０４の位置を可変できる構造としてもよい。
【００１９】
　窓ガラス１０５は、光学系を外部から保護する。窓ガラス１０５は、ハロゲンランプ１
０１から発生する波長０．９μｍ～２．５μｍ程度の近赤外光に対する透過率が高い材質
で構成されている。
【００２０】
　ミラー１０６は、被計測点で反射された照射光（以下、検出光）を受光系レンズ１０７
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に向けて反射する平面鏡である。ミラー１０６は、被計測点からの検出光を照射系レンズ
１０４の光軸に対して９０°異なる方向に反射する。ミラー１０６は、照射系レンズ１０
４の光軸中心の位置に配置されており、照射系レンズ１０４と同軸な位置関係を有してい
る。ミラー１０６により、被計測点への照射光と同じ光軸上を戻ってきた検出光が当該光
軸と９０°異なる方向（受光系レンズ１０７の方向）に反射される。被計測点の方向から
見たミラー１０６の見かけの面積は、照射系レンズ１０４の１．５％程度に設定されてい
る。
【００２１】
　なお、ミラー１０６の光軸は、測定対象点とミラー１０６の中心を結ぶ第１の光軸と、
受光系レンズ１０７の光軸と一致する第２の光軸とがある。上記の同軸構造というのは、
ミラー１０６に係る上記の第１の光軸と照射系レンズ１０４の光軸とが同軸関係にあるこ
とをいっている。受光系レンズ１０７は、相対的に短焦点距離の小ＮＡ（相対的に有効径
小）のレンズであり、ミラー１０６で反射された検出光を受光ファイバ１０８に導く。受
光系レンズ１０７の焦点の位置に受光ファイバ１０８の入射位置がくるように、受光系レ
ンズ１０７と受光ファイバ１０８の位置関係が設定されている。
【００２２】
　受光ファイバ１０８は、光ファイバであり、そのファイバ径は、例えば０．６ｍｍ程度
以下のものが用いられている。分光器１０９は、受光ファイバ１０８を介して入力される
検出光を分光解析し、被計測点の材質に係る情報を得る。分光器１０９としては、回折格
子、プリズム、ＬＶＦ（リニア・バリアブル・フィルタ）で検出光を分光する形式、光学
フィルタで複数の波長帯域を得る形式等が利用できる。また、分光器１０９で用いる光検
出素子として、ＡＰＤ（アバランシェ・フォトダイオード）やラインセンサ等の各種の検
出素子を利用することができる。
【００２３】
　分光器１０９で行われる処理は、特開２０００－１４７７９号公報やその他公知技術と
して知られている方法を用いて行われる。以下、分光器１０９で行われる基本的な処理の
原理について簡単に説明する。まず、事前に組成や材質の明確な基準試料を用いて特定ス
ペクトルの近赤外光を照射した際の検出光のスペクトル情報を得る。このスペクトル情報
はデジタルデータとして分光器１０９内のメモリに記憶される。計測に当たっては、検出
光から得られたスペクトル情報と上記の事前に得たスペクトル情報とを照合し、被計測点
の状態についての評価を行う。
【００２４】
　分光計測装置１００では、照射系レンズ１０４に対して形状の小さいミラー１０７を用
いているが、それは以下の理由による。まず、波長分解能を確保するためには、受光系レ
ンズ１０７のＮＡは小さい程よい。これは、受光系レンズ１０７のＮＡが大きくなると受
光レンズ１０７で生じる収差の影響が顕在化するからである。他方で受光レンズ１０７の
焦点距離を長くすると、装置が大型化するので、受光レンズ１０７の焦点距離は短焦点で
あることが望まれる。また、受光レンズ１０７のＮＡが一定の場合、レンズ径を大きくし
ても受光光量はほとんど増えない。
【００２５】
　以上のことから、受光レンズ１０７は、小さく設計することができて、ミラー１０６の
大きさは、受光レンズ１０７の径に対応するので、結果的にミラー１０６の面積を小さく
設定することになる。
【００２６】
　他方で照射系レンズ１０４は、光源から取り込む光束を増やすため、高ＮＡの相対的に
大径であり、また、遠距離での光束径を小さく絞った方が、受光光量が少なくなる遠距離
での受光効率を上げることができるため、長焦点のものを採用している。この結果、照射
系レンズ１０４に対してミラー１０６を小さくし、照射系レンズ１０４とミラー１０６を
同軸配置とした構造が得られる。この構造では、照射光とミラー１０６で反射される検出
光は光軸が共有され、照射光は照射系レンズ１０４の光軸の周辺部を通り、ミラー１０６
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で反射される検出光は、当該光軸上の中心部を通る。
【００２７】
　以上述べたように、分光計測装置１００は、光源であるハロゲンランプ１０１と、ハロ
ゲンランプ１０１からの光を測定対象物に照射する照射光学系を構成する照射系レンズ１
０４と、照射系レンズ１０４と同軸な位置関係にあり、ハロゲンランプ１０１と測定対象
物の間から検出光を分析部１０９に導く光学部材であるミラー１０６と、ミラー１０６を
介して受光する光に基づいて測定対象物を構成する材料を分析する分析部である分光器１
０９とを備え、ミラー１０６の位置において、ハロゲンランプ１０１から測定対象物に向
かう光は照射系レンズ１０４の光軸上の周辺部αを通り、分光器１０９で受光する光は照
射系レンズ１０４の光軸上の中心部βを通る構成を有する。
【００２８】
　また、分光計測装置１００は、光源であるハロゲンランプ１０１、光源からの光を集光
して２次光源点を形成する楕円鏡１０２および前記２次光源点からの光を測定対象物に照
射するレンズ部材である照射系レンズ１０４を備える照射光学系と、測定対象物からの光
の少なくとも一部を受光し、該受光した光に基づいて前記測定対象物を構成する材料を分
析する分析部である分光器１０９と、照射光学系と同軸の位置に配置され、測定対象物か
らの光の少なくとも一部を分光器１０９に導くための反射部材であるミラー１０６とを備
え、ミラー１０６で反射する測定対象物からの光の光束径が照射系レンズ１０４を構成す
る照射光学系から照射する照射光の光束径よりも小さい。
【００２９】
（動作）
　ハロゲンランプ１０１からの光は、楕円鏡１０２で反射され、光チョッパー１０３の位
置で集光する。この光は、光チョッパー１０３でチョッピングされ、照射系レンズ１０４
で被計測点に集光する光束となり、被計測点に向けて照射される。被計測点からの反射光
は、ミラー１０６で反射され、受光系レンズ１０７を介して検出光として受光ファイバ１
０８に導かれる。受光ファイバ１０８に導かれた検出光は、分光器１０９に導かれ、分光
器１０９では、検出光が分光解析され、被計測点の組成や材質の解析および評価が行われ
る。この解析および評価により、例えばコンクリート壁面の劣化の状態が診断される。
【００３０】
　例えば、コンクリートが組成の変質や脆くなる等の材質の変化で劣化した際、この変化
を検出光のスペクトル情報を調べることで知ることができる。
【００３１】
（優位性）　
　上述したように、フィラメント１０１ａからの発光に起因して、照射系レンズ１０４の
焦点の位置における照射光は、ある程度の大きさを有するぼやけた点像となる。この傾向
は、照射系レンズ１０４の焦点の位置の前後においても見られる。すなわち、照射光の焦
点は、照射系レンズ１０４の焦点の位置で明確な点像とならないが、光軸上の前後におい
ても像の状態は大きく変化しない。言い換えると、照射光の焦点が明確でなく、光軸上の
ある程度の範囲において照射光のシャープでない結像が生じる。
【００３２】
　このため、照射系レンズ１０４の焦点位置の設定は、大凡で良く、被計測点までの距離
が多少変化しても受光光量がほとんど変化しないため計測への影響は小さい。よって、固
定焦点であっても実用上問題なく分光計測を行うことができる。この固定焦点で良いこと
は、光学系を簡素化できる優位性にもつながる。
【００３３】
　また、ミラー１０６を照射系レンズ１０４と同軸配置することで、光学系の構造の簡素
化および小型化を実現しているが、照射系レンズ１０４を相対的に大口径とし、受光系レ
ンズ１０７を相対的に小口径とすることで、ミラー１０７も小さくでき、ミラー１０７で
の照射光のケラレを抑えることができる。ここで、「ケラレ」というのは、照射系レンズ
１０４から被計測点に向けて照射される光がミラー１０７で邪魔され、被計測点からの反
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射光の検出に支障が出る現象のこという。
【００３４】
　上述したように、本実施形態では、フィラメント１０１ａからの発光に平行光とならな
い成分が多く含まれるため、照射系レンズ１０４の側から見て、平行光においてミラー１
０６の影となる部分からの反射光も得られ、被計測点までの距離が数１０ｃｍと近くても
上記のケラレの影響が出難い。
【００３５】
　図１に示す光学系は、高い波長分解能が得られる上に、部品点数が少なく簡素が構成で
あり、更に小型化できる優位性がある。
【００３６】
（他の例）
　図２には、図１とは異なる光学系の構成を有する分光計測装置２００が示されている。
分光計測装置２００は、ミラー１０６を照射系レンズ１０４の光源側に配置し、図１の窓
ガラス１０５を省いた構成を有している。その他の構成は、図１の分光計測装置１００と
同じである。
【００３７】
　図３には、光源であるハロゲンランプ１０１、ハロゲンランプ１０１からの光を集光し
て２次光源点を形成する楕円鏡１０２、２次光源点からの光を照射光としてビーム成形す
るレンズ部材である照射系レンズ１０４および照射系レンズ１０４からの照射光を測定対
象物に向けて反射する反射部材であるミラー３０１を備える照射光学系と、測定対象物か
らの光の少なくとも一部を受光し、該受光した光に基づいて前記測定対象物を構成する材
料を分析する分析部である分光器１０９とを備え、ミラー３０１の中心部は、測定対象物
からの光の全部または一部が通過する構造を有し、ミラー３０１の中心部を通過した測定
対象物からの光が分光器１０９で受光される構造の分光計測装置３００が示されている。
【００３８】
　分光計測装置３００では、光源であるハロゲンランプ１０１からの照射光は、照射系レ
ンズ１０４を通って、ミラー３０１で反射され、測定対象物に向かって照射される。ミラ
ー３０１は、γで示される中央の部分を検出光（検出対象となる近赤外光）が通過するよ
うに、γで示される部分が近赤外光を透過する材質で構成された構造、あるいはγで示さ
れる部分に孔が開いている構造を有している。測定対象物からの反射光は、γで示される
中央の部分を通り、受光系レンズ１０７に至る。
【００３９】
　照射系の光学系と受光系の光学系の同軸構造は、完全な同軸構造でなく、両者の軸が多
少ずれていても構わない。利用する波長は、０．９μｍ以下や２．５μｍ以上であっても
よい。また、光源に関しては、比較的大きな発光面積を有する光源であれば、フィラメン
トを用いた光源でなくても本発明で利用可能である。計測の対象は、コンクリートに限定
されず、木材、植物、食品、セラミックス、金属、各種の建材等であってもよい。
【符号の説明】
【００４０】
　１００…分光計測装置、１０１…ハロゲンランプ（またはハロゲンヒータ）、１０１ａ
…フィラメント、１０２…楕円鏡、１０３…光チョッパー、１０４…照射系レンズ、１０
５…窓ガラス、１０６…ミラー、１０７…受光系レンズ、１０８…光ファイバ、１０９…
分光器、２００…分光計測装置、３００…分光計測装置、３０１…ミラー。
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